
青 こ 応 第 ３ ３ １ 号

令 和 ７ 年 １ １ 月 １ ０ 日

青梅市こども・子育て会議

会長 坂 井 隆 之 様

青梅市長 大勢待 利 明

特定教育・保育施設の利用定員の設定について（諮問）

こども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項第１

号にもとづく特定教育・保育施設の利用定員の設定について、青梅市こど

も・子育て会議条例（平成２５年条例第２３号）第２条第２号の規定にも

とづき、下記のとおり諮問します。

記

１ 四恩幼稚園の利用定員変更について（別紙１）

以 上
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別紙１

四恩幼稚園の利用定員変更について

１ 四恩幼稚園の利用定員変更

(1) 理由 園児数の増加に伴い、令和４年度より入所児童数が利用定員

を上回っており、入所児童数にあわせて利用定員の増加を求め

るものである。

＜園児数の推移（２・３号児）＞（基準日：１０月１日）

令和 ３年度 ４９人

令和 ４年度 ６５人

令和 ５年度 ６９人

令和 ６年度 ７３人

令和 ７年度 ７３人

(2) 利用定員 （変更前） 認可定員 １０６人

利用定員 ６０人

（変更後） 認可定員 １０６人

利用定員 ８０人

＜内訳＞２号児 ３９人→５９人（２０人増加）

３号児 ２１人→２１人（変更なし）

(3) 変更希望日 令和８年４月１日

以 上

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

変更前 ４ ８ ９ １２ １３ １４ ６０

変更後 ４ ８ ９ １９ ２０ ２０ ８０

差分 ０ ０ ０ ７ ７ ６ ２０


